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特 別 情 報 区 2

市街化調整区域内は
建築制限があります

～建物を建てる際は事前にご相談ください～

　盛岡広域都市計画区域（矢巾町、盛岡市、滝

沢市）では、区域内を市街化区域（優先的に市

街地として整備すべき区域）と市街化調整区域

（市街化を抑制すべき区域）に区分しています。

　このうち、市街化調整区域では計画的な都市

づくりや自然環境保護の観点から、開発行為や

建物を建てることを制限しています（市街化区

域で立地することが困難なものや、市街化調整

区域内に必要なもので都市計画法で認められて

いるものを除く）。そのため、開発行為や建築

物の新築、改築、用途の変更をする場合は、県

の許可が必要ですので、事前にご相談ください。

　なお、市街化調整区域に区分される前（昭和

45 年 10 月 1 日より前、場所によっては昭和

59 年 11 月 16 日より前）から存在する建築物

や、開発許可などの手続きを経て建築したもの

を建て替える場合には、一定の制限があります

が許可不要となる場合がありますので、あわせ

てお問い合わせください。

●

問い合わせ　役場道路都市課都市計画係（☎

611-2622） 

　3月1日㈭から7日㈬ま

では「子ども予防接種週

間」です。お子さんの予

防接種で受け忘れが起こ

らないように母子健康手

帳などで接種歴の確認を

お勧めします。

　右表の対象者で各予防

接種を希望する方は、平

成30年3月31日 ㈯ ま で

に受けましょう。

　対象となる方には、以

前に案内を送付しており

ますので、ご確認くださ

い。

●

問い合わせ　役場健康

長寿課健康づくり係（☎

611-2825） 

【定期予防接種】

予防接種の種類 対　　象　　者

麻しん風しん第 2期 平成 23年４月 2日～平成 24年４月１日生まれの方

ジフテリア・
破傷風第 2期

平成 17年４月２日～平成 18年４月１日生まれの方

高齢者用肺炎球菌

※初めて受ける方が
　対象

65歳となる方 昭和 27年４月２日生～昭和 28年４月１日生

70歳となる方 昭和 22年４月２日生～昭和 23年４月１日生

75歳となる方 昭和 17年４月２日生～昭和 18年４月１日生

80歳となる方 昭和 12年４月２日生～昭和 13年４月１日生

85歳となる方 昭和７年４月２日生～昭和８年４月１日生

90歳となる方 昭和２年４月２日生～昭和３年４月１日生

95歳となる方 大正 11年４月２日生～大正 12年４月１日生

100歳となる方 大正６年４月２日生～大正７年４月１日生

【任意予防接種】

予防接種の種類 対　　象　　者

おたふくかぜ
生後 24月以上であっても就学前の方（平成 23年４月２日以降
に生まれた方）※初めて受ける方が対象

　矢巾パーキングエリアか

ら東北自動車道に乗り降り

可能な「矢巾スマートイン

ターチェンジ（矢巾ＳＩ

Ｃ）」の利用が近づいてき

ました。

　町では矢巾ＳＩＣの安全利用のため、皆さんに２

つのお願いがあります。

お願い１ ゲート前では一旦停止…

　矢巾ＳＩＣは、紫波や盛岡南インターに設置して

いる時速30km以下で通過するノンストップ型通常

ＩＣと異なり、ゲートの前で必ず一旦停止が必要で

す。

お願い２ 目的地を確認

　東京方面（上り）は県道不動盛岡線側から、青森

方面（下り）は町道堤川目線側からとなりますので、

目的地を確認し、正しいゲートの利用をお願いしま

す。高速道路は一方通行ですので、くれぐれも逆走

などしないでください。

●

問い合わせ　役場道路都市課地域整備係（☎

611-2632）

スマートインターチェンジは

ゲート前で一旦停止！

予防接種の受け忘れありませんか？

普通  700円

大型 1400円

一旦停止

一 般
ETC 専 用

一 般

普通  700円

大型 1400円

一旦停止

バック禁止

ETC車
期
限
切
れ
カ
ー
ド

バ
ー
開
き
ま
せ
ん

20
㎞
以
下
に

減

　速

バック禁止

ETC車
期
限
切
れ
カ
ー
ド

バ
ー
開
き
ま
せ
ん

20
㎞
以
下
に

減

　速
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農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
（
農
振
計
画
）

は
、
「
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
」
に
基
づ
い
て
市
町
村
が
策
定
す
る

計
画
で
す
。

　

こ
の
計
画
は
、
町
内
で
農
業
の
振
興
を

図
る
べ
き
地
域
（
農
業
振
興
地
域
）
を
明

ら
か
に
し
て
、
土
地
の
有
効
利
用
と
農
業

の
近
代
化
を
総
合
的
に
進
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
町
で
は
お
お
む
ね
10

年
間
を
見
通
し
て
計
画
を
策
定
し
て
い
ま

す
。

　

農
振
計
画
で
は
、
農
業
振
興
地
域
内
に

農
業
に
利
用
す
る
た
め
の
区
域
を
定
め
て

お
り
、
こ
れ
を
「
農
用
地
区
域
」
と
い
い

ま
す
。

　

農
用
地
区
域
で
は
、
優
良
農
地
の
保
全

の
た
め
、
土
地
基
盤
整
備
な
ど
の
農
業
施

策
を
重
点
的
に
行
う
こ
と
か
ら
、
農
業
以

外
の
目
的
で
利
用
す
る
こ
と
を
厳
し
く
制

限
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
農
用
地
区

域
内
の
土
地
を
農
地
以
外
に
変
更
す
る
と

き
は
、
農
地
転
用
許
可
申
請
の
前
に
、
農

用
地
区
域
か
ら
除
外
す
る
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
農
用
地
か
ら
の
除
外
」
の
こ
と

を
、
一
般
的
に
「
農
振
除
外
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
。

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合
に
限

り
、
農
振
除
外
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
そ
の
土
地
（
農
振
除
外
を
申
請
す
る
土

　

地
）
以
外
に
代
替
と
な
る
土
地
が
な
い

　

こ
と
。
ま
た
、
必
要
最
小
限
の
面
積
で　

　

あ
る
こ
と
。

②
農
用
地
の
集
団
化
や
作
業
の
効
率
化
な

　

ど
、
農
業
上
の
土
地
利
用
に
支
障
が
生

　

じ
な
い
こ
と
。

③
担
い
手
と
な
る
農
業
経
営
者
の
農
地
利

　

用
集
積
に
支
障
が
生
じ
な
い
こ
と
。

④
土
地
改
良
施
設
（
用
排
水
路
や
農
道
な

　

ど
）
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
な
い
こ
と
。

⑤
土
地
改
良
事
業
な
ど
を
行
っ
た
地
区
内

　

で
は
、
事
業
完
了
年
度
の
翌
年
度
か
ら

　

起
算
し
て
８
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

⑥
農
振
除
外
の
目
的
実
現
が
確
実
で
あ
る

　

こ
と
（
農
地
転
用
な
ど
の
許
可
が
確
実

　

で
あ
る
こ
と
）
。

　

農
振
除
外
の
手
続
き
は
、
役
場
産
業
振

興
課
の
窓
口
で
受
け
付
け
ま
す
。
受
付
期

間
と
提
出
書
類
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●

受
付
期
間　

３
月
５
日
㈪
～
５
月
31
日
㈭

●

提
出
書
類

①
農
用
地
利
用
計
画
変
更
申
出
書

②
位
置
図
（
申
請
地
の
位
置
や
付
近
の
状

　

況
が
分
か
る
地
図
）

③
公
図
（
写
し
可
）

④
土
地
の
登
記
記
録
全
部
事
項
証
明
書

　

（
写
し
可
）

⑤
申
請
地
の
現
況
写
真

⑥
事
業
計
画
の
概
要
が
確
認
で
き
る
設
計

　

書
、
配
置
図
な
ど

　

な
お
、
申
請
し
て
も
農
振
除
外
が
認
め

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
を

す
る
前
に
、
必
ず
役
場
産
業
振
興
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

受
付
期
間
を
経
過
し
た
場
合
、
原
則
と

し
て
５
年
間
は
農
振
除
外
が
で
き
ま
せ

ん
。
今
後
５
年
以
内
に
農
地
転
用
の
予
定

が
あ
る
方
は
、
受
付
期
間
内
に
ご
相
談
の

上
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

矢
巾
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
見
直
し
ま
す

農
振
除
外
の
手
続
き
は

５
月
31
日
ま
で
に

　

町
で
は
、
豊
か
な
自
然
環
境
を
守
り
な
が
ら
農
村
の
維
持
・
発
展
を
目
指
す
た
め
、「
矢

巾
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
」
を
策
定
し
、
５
年
ご
と
に
見
直
し
を
し
て
い
ま
す
。
平

成
30
年
度
は
計
画
の
見
直
し
時
期
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
計
画
で
定
め
る
農

用
地
区
域
の
か
ら
の
除
外
（
農
振
除
外
）
手
続
き
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

農
振
計
画
の
あ
ら
ま
し

農
振
除
外
と
は
？

農
振
除
外
で
き
る
土
地

農
振
除
外
の
手
続
き

農
振
除
外
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

役
場
産
業
振
興
課
農
林
係

（
☎
６
１
１

−

２
６
１
２
）

今
後
５
年
間
は

農
振
除
外
で
き
ま
せ
ん


